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取組の概要 

静岡県富士市にある県営都市公園（広域公園）「静岡県富士山こどもの国」では、平

成 17 年度に指定管理者制度を導入したが、指定管理者による公園管理が設置目的の達

成に貢献しているかを客観的に評価するため、外部評価制度を取り入れた。 

 
 
 
 
 
 
 
取組の紹介 

1 取組の背景 

 ・ 「静岡県富士山こどもの国」は、次代を担う子供達が雄大な自然の中で友達や家族

と元気にのびのびと遊ぶことを通じて、生命の貴さや自然の厳しさを学び、夢や冒険

心を育むことを目的として、平成 11 年度に開園した県営都市公園（広域公園）である。 
・ 開園当初は 29 万人近い利用者があったものの、その後徐々に減少し、平成 14 年度

以降は 18 万人台を維持するのがやっとという状況にあった。 
・ 本県では、平成 15 年度に、県営都市公園の管理運営について、これまでの保守点検

中心型から利活用を中心とした経営型の管理運営への転換を図るため、平成 20 年度を

目途とした経営努力目標と具体的な戦略を示した「県営都市公園経営基本計画」を策

定し、その推進方策として指定管理者制度を導入することとした。 

＜参 考＞ 富士山こどもの国の経営努力目標（平成 20 年度） 
項 目 年間利用者数 利用者満足度 マネジメントコスト比率

目 標 25 万人 4.5 点（5 点満点） 24～28％ 
 
2 取組の具体的内容

・ 平成 17 年度から利用者サービスの向上と効率的な管理運営を目指し、「静岡県富士

山こどもの国」に指定管理者制度を導入するとともに、導入に当たり指定管理者の管

理状況を確認するだけでなく、公園の設置目的の達成に貢献しているかを客観的に評

価するため、外部評価制度を取り入れた。 
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(1) 指定管理者制度導入の概要 
○ 指定管理者 小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社 
○ 指 定 期 間 平成 17 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日（5 年間） 
○ 委 託 費 用 ⑰320,000⑱310,000⑲305,000⑳～300,000（単位：千円） 

 
(2) 外部評価の実施 
① 概要 
・ 指定管理者の管理運営状況を第三者の視点から客観的に評価する制度 
・ ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに基づいて公園の管理を進めるため、Ｃheck
と Action の部分に事業評価と指導改善の仕組みを導入 

・ 評価項目や目標値等について指定管理者と県が意見交換を行い、協働により管

理運営の改善及び利用者満足度の向上を目指している。 
② 実施体制 
・ 県営都市公園の管理運営の諮問機関である「静岡県都市公園懇話会」を母体と

し、懇話会委員 15 人の中から選任された 6 名の委員で外部評価委員会を構成 
③ 評価手法 
・ 評価は、業務の実施内容を評価する管理運営評価（一次評価）と、公園の公益

性や設置目的との適合性の評価（二次評価）の二段階で行う。 
【一次評価…（評価主体：県）】 
・ 公園の目的、業務体系を表した「パークマネジメントカルテ」（次ページ参照）

に基づき、事業者の自己評価や、県による事業診断を行う。 
・ パークマネジメントカルテは、公園の設置目的を満たす管理運営を行うため

に、「設置目的」から個別の「業務内容」までを構造的に示した作戦体系図とな

っており、その作成に当たっては、平成 15 年度に策定した「県営都市公園経営

基本計画」を基に、上位の「設置目的」や「機能」「手段」は県が示し、下位の

「業務内容」やその「計画指標」は、指定管理者の事業計画を参考に、意見交

換を行いながら作成し、指定管理者が能力を最大限に発揮できるよう配慮して

いる。 
【二次評価…（評価主体：外部評価委員会）】 
・ 都市公園モニターや利用者アンケートにより県民の視点から管理運営が公園

の設置目的に適合しているかを評価し、一次評価結果も併せて外部評価委員が

総括評価をする。 
・ 評価結果は公表するとともに、県の改善指導や業務改善に活かしている。 
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④ 評価結果 
・ 評価結果は「評価の総括」により全体を、その内訳として 6 種の機能別に分類

した項目ごとに、それぞれ文章と「A プラス」から「C マイナス」までの 9 段階

評価により表している。 
 

【17 年度 外部評価結果】 
項       目 評  価 

総  括 Ｂ+

Ａ 自然を活かした多様な遊びの提供    Ａ 
Ｂ 夢や冒険心を育む遊び場の提供    Ｂ 
Ｃ 生命の貴さや自然の豊かさの体験の提供 Ｂ－

Ｄ 地域や利用者の方々が交流できる場の提供    Ｂ 
Ｅ 全ての人が楽しめ、利用しやすい施設の提供    Ａ 
Ｆ 積極的なマーケティング活動の実施 Ｂ+

 
【平成 18 年度外部評価の実施状況】 

・ 外部評価の対象を、平成18年度に指定管理者制度を導入した5公園と合わせ、

計 6 公園に広げた。 
・ 県営都市公園の課題や利用者の潜在的ニーズを把握し、戦略策定に活用する

ため「県営都市公園モニター制度」を開始し、利用者の視点からの評価の充実

を図った。 
・ 県民評価を充実するため、利用者アンケートについて、公園の基礎的な管理

項目と来園目的に対する満足度を調査する内容に改善するとともに、サンプル

数を 6 公園合計で 1,200 名とした。 
 
3 取組の効果

(1) 利用者数の増加 
平成 17 年度（対前年度比）62,551 人増加（33.6％増） 
※ ⑯186,259 人 ⑰248,810 人 ⑱302,268 人（平成 19 年 1 月末現在） 

 
 (2) 新規サービスの実施 

・ 動画等を取り入れ楽しく見られるＨＰのリニューアル 
・ 「富士山こどもの国クラブ」の創設による家族割引・情報メール配信の実施 
・ 開園日の増加 
・ 変り種自転車、モンキーブリッジ、ターザンロープ等の遊具の追加設置 
・ アルパカ、ロバの飼育（動物広場の改善） 
・ ＧＷ中のこいのぼりの展示（こいのぼりの海） 
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(3) 利用者サービスの向上 

指定管理者の実施した新規サービス等により、「利用者満足度」が平成 16 年度 3.89
から平成 17 年度 4.61（5 点満点）に向上 
※ 「利用者満足度」は、アンケート調査により公園利用者の総合的な満足度を満

足、やや満足、普通、やや不満、不満（5 点～1 点）の 5 段階の区分で回答いた

だいた結果の平均。 
 

(3) 県負担額の削減額 
平成 17 年度実績（対前年度比）49,240 千円減少（13.9%減） 

 
4 取組中の課題・問題点

・ 都市公園にはさまざまな役割があり、設置した目的も異なることから、外部評価制

度の評価システムについて、公園の特性や利用者の属性に適した評価基準を作成し、

実践的・効果的な評価制度となるよう配慮する必要があった。 
・ 募集要項を作成するに当たり、公の施設としての公平性や施設の趣旨・目的を保ち

つつ、いかに自由度を与えて民間の能力を発揮させるかといった点に苦労した。 
 
5 住民の反応・評価

・ 平成 17 年度の来園者へのアンケート調査の中で、「富士山こどもの国」にまた来た

いと回答した人が、270 人中 264 人（97.8%）を占めた。 
 
6 今後の課題

・ 「こどもの国」の利用主体が子供であることから、アウトカム（成果）の測定に当

たり、調査精度の向上に向けて繰り返し検討することが必要である。 
・ 「静岡県富士山こどもの国」をさらに魅力ある公園とし、平成 20 年度を目途とした

経営努力目標を達成するため、指定管理者の持つ創意工夫を導入したイベントの実施

や広報の充実に取り組むとともに、地域との連携に配慮した管理運営に努めていくこ

とが必要である。 
 
7 今後取り組む自治体に向けた助言

指定管理者制度の導入に当たっては以下の三点が重要と考えている。 
(1) 指定管理者に対し求める管理運営の水準を明確に示す 
(2) 任せる管理運営業務について細かい仕様を示す方法ではなく、指定管理者の提案を

活かす作戦買取型であること 
(3) 指定管理者の管理運営状況について利用者や外部委員などの視点による評価を行

い、評価結果を管理運営に反映させていく仕組みをつくる 
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（参考）当該取組内容の関連ホームページ

富士山こどもの国ホームページ http://www.kodomo.or.jp
 
 

担当部署：都市住宅部公園緑地室 
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